
（様式第２号） 

令和 7 年 9 月 16 日 

ＳＤＧｓ達成に向けた宣言書 

所在地： 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊 216 番地 1 

名 称： 株式会社高橋工務所 

代表者： 取締役社長 髙橋一志 

 

 当社は、下記のとおりＳＤＧｓ達成に向けた取組を行い、積極的にＳＤＧｓを推進することを宣言します。 

記 

分野 

(三側面) 
具体的取組 

2030 年に向けた指標 

（現状値：2024年度） 

関連する

ゴール 

環境 

【現在行っている取組】 

照明の LED 化。昼休みの全灯消灯と不要な照明の消

灯。コピー用紙は裏紙として再利用。 

空調機器の省エネ機種への更新。2023年12月完了 

消費電力の 25％削減 
7 

13 
【今後新たに行う取組】 

太陽光発電設備の設置。 【現状値】55,928kWh 

【目標値】32,000kWh 

社会 

【現在行っている取組】 

社員の健康増進対策の推進（ガン検診等）。

ECHIGO棚田サポーターに登録、棚田の保全に協力。 
定年年齢の延長 

3 

8 【今後新たに行う取組】 

70 歳まで継続して働くことが出来る、嘱託職員再雇用

制度の導入 

【現状値】60歳 

【目標値】65歳 

経済 

【現在行っている取組】 

ICT 建機の導入。 
ICT 施工の実施現場数 

8 

9 【今後新たに行う取組】 

ICT 施工の推進。 

DX推進による働き方改革。 

【現状値】2 現場 

【目標値】5 現場 

その他 

【現在行っている取組】 

社員研修制度の拡充。 

資格取得の推奨。 
 

8 
【今後新たに行う取組】 

全社員の能力の向上。 

品質・生産性の向上。 

【現状値】 

【目標値】 

※３側面（環境・社会・経済）のうち複数の分野にまたがる取組については、最も関係が深い分野の欄に記載してください。どこに

も該当しない取組は、「その他」に記載してください。（「その他」欄の記載は登録要件ではありません。） 

※３側面全てで必ず１つ以上の取組（「現在行っている取組」「今後新たに行う取組」のいずれか（又はいずれも））を記載し

てください。 

※３側面のうち１つ以上は「今後新たに行う取組」を記載してください。 


